
 
 

個人情報保護制度について 

 

 

平成 23 年８月 26 日 

消 費 者 委 員 会 

 

 

消費者委員会は、平成 23 年８月、個人情報保護専門調査会から「個人情報保

護専門調査会報告書」の提出を受けた。 

 

消費者委員会は、本報告書で指摘された検討課題については何れも重要な課

題と考えており、今後これらの課題をとりまく状況の推移を見つつ、次期の委

員会においても優先的に解決すべき課題等を抽出し、引き続き検討を進める必

要があると認識している。 
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「自動車リコール制度に関する建議」に対する国土交通省・消費者庁の対応についての

委員長談話 

 

                        ２０１１年１月１４日 

                        消 費 者 委 員 会 

                        委員長 松 本 恒 雄 

 

２０１０年８月２７日に当委員会が行った「自動車リコール制度に関する建議」では、

国土交通省と消費者庁に対し、２０１０年１２月までに建議事項に対する実施状況の報告

を求めていました。 

 これに対し、同年１２月２７日に国土交通省、同月２８日に消費者庁から、それぞれ報

告がありました。 

 両省庁の報告からは、概ね、建議事項に前向きに取り組んでいることがうかがわれます。 

本建議及びその実施状況に関する報告は、消費者に関連する行政を、担当省庁の目線か

らだけでなく、消費者の目線から点検して、現行制度に対する建議を行い、それにしたが

って担当省庁が行政の在り方を見直し改善していく、という新しい行政の姿が実践された

最初のケースです。この点で、当委員会として両省庁の対応を大いに評価します。 

 ただし、報告中には、当委員会の視点から見てなおフォローアップを要する事項も含ま

れており、それらについては当委員会の建議の意図をより明確に示す形で引き続き対処を

求めていきたいと思います。 

 既に行われている建議や提言に対しても、また、今後、引き続き行われることとなる建

議や提言に対しても、対象とされた行政機関において真摯に対応することによって、消費

者目線による消費者行政の監視を目的として当委員会が創設された意義が活かされること

を期待します。そして、そのような方向に当委員会としても一層努力していく所存です。 
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 “集中育成・強化期間”後の地方消費者行政の充実・強化に向けた

取組の検討状況について 

平成 23 年８月５日 
消費者庁 

 
１．現状分析及びこれまでの各種支援措置の効果の分析 

（これまでの取組の分析） 

○地方消費者行政の現状分析を行うとともに、「地方消費者行政活性

化基金」（以下「活性化基金」）、「住民生活に光をそそぐ交付金」（以

下「光交付金」）等の取組の効果等についての分析を行う（平成 23
年夏～秋）。 

 
２．消費者行政の充実に向けた体制整備の促進の取組 

（「指針」の作成） 

○人口規模別の市町村の消費生活相談等の対応、広域連携の取組、

庁内の各部署との連携の取組、地域の多様な主体の「参加」と「連

携」の取組、消費生活相談員の処遇改善の取組等について、詳細

な事例集とこれを基にした「地方への提言」、「消費者庁の取組」

をまとめた「地方消費者行政の充実・強化のための指針（仮称）」

を作成（平成 23 年冬～24 年春）。 
 

（PIO－NET 刷新） 

○PIO-NET について、相談員の入力負担の軽減、情報分析機能の向

上など抜本的な刷新に取り組む（平成 23 年夏～）。 
○検討に当たっては、自治体の消費者行政担当職員や消費生活相談

員など関係者を交えて実務的な意見交換を行う（平成 23 年秋～24
年春）。 

 
３．消費生活相談員の処遇改善の促進の取組 

（相談員資格の法制化） 

○消費生活相談員の役割・任務、求められる知識・能力を法令で明

確化するとともに、これを担保するための資格・試験を法的に位

置付ける。これにより、自治体において専門職として適切に評価
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されるよう促す。 
○検討に当たっては、自治体の消費者行政担当職員や消費生活相談

員などを交えて実務的な意見交換を行い、相談員に求められる知

識・能力、その評価の在り方を検討する（平成 23 年秋～冬）。 
○検討結果を踏まえ、次期通常国会に消費者安全法の一部改正案を

提出（平成 24 年春）。 
 
４．都道府県の法執行強化に向けた取組 

（地方における法執行体制の強化） 

○特定商取引法及び景品等表示法の執行ノウハウを有する人材の育

成のため、都道府県の法執行担当者を対象とした執行初任者研修

（平成 23 年 6 月）、法執行専門研修を実施（平成 23 年 9 月）。 
○景品表示法分野における執行関連情報の共有を図るネットワーク

を構築する（平成 24 年～運用開始）。特定商取引法については、

特商法・割販法執行ＮＥＴを通じた執行や解釈事例の情報共有を

実施する。 
○特定商取引法の処分実績の少ない県に対し、経済産業局が立入検

査に立ち会うなどにより、都道府県担当者に法執行ノウハウを伝

授。 
○特定商取引法違反により、一つの都道府県で処分された後、別の

都道府県で営業を行い、同様の違法行為を繰り返す事業者に対し

ては、国（消費者庁及び各経済産業局等）が責任をもって法に基

づき厳正な対応を図る。 
○都道府県における景品表示法の執行権限の強化を検討するにあた

り、都道府県における課題について聴取する（平成 23 年秋～）。 
○公正取引委員会において景品表示法業務拡大の方針が示され、情

報提供受付の積極化、事業者からの相談への対応等が実施されて

いるところ、引き続き、連携・協力を進めていく。 
 
 

５．消費者行政充実のための財源確保の取組 

（自治体の裁量で消費者行政も含め自由に活用できる財源確保） 
○持続的な消費者行政の充実に向けて、「活性化基金」終了後の財源

確保が課題。 
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○この点については、地域のことは住民主体で地域が決める「地域

主権改革」の趣旨を踏まえ、自治体が消費者行政も含め自らの裁

量で活用可能な財源の確保を図ることが重要。 
○今後、導入が検討される経常的経費に係る「一括交付金」の消費

者行政への活用や「地方交付税措置」の充実を図っていくことが

必要。 
 
（「地域主権改革」の実現に向けた過渡期の対応） 
○同時に、これまで光が十分に当てられなかった分野の取組強化を

促進しつつ、１つの分野に限定することなく、自治体の裁量によ

り複数の分野への活用を選択できる「光交付金」の趣旨は、改革

の実現に向けた過渡期の対応として大きな意義がある。 
○このため、「光交付金」の後継となるような支援制度の創設を政府

部内で働きかけることを検討。 
 

以上 
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平成23年夏 平成23年秋 平成23年冬 平成24年春 春以降

地方消費者行政の現状分析と
活性化基金、光交付金等の取
組の効果等についての分析

「地方消費者行政の充実・強化
のための指針（仮称）」の作成

PIO-NET刷新

相談員資格の法制化

地方における法執行体制の強
化

地方消費者行政充実のための
財源確保の取組
（地域主権改革の実現に向け
た過渡期の対応）

 ５．消費者行政充実のための財源確保の取組

 ３．消費生活相談員の処遇改善の促進の取組

 ２．消費者行政の充実に向けた体制整備の促進の取組み

 １．現状分析及びこれまでの各種支援措置の効果の分析

 ４．都道府県の法執行強化に向けた取組

地方消費者行政の現状分析、活性化

基金、光交付金等の取組みの効果等

入力負担の軽減、情報分析機能の向上等の抜本的な刷新に向けた検討

関係者による実務的な意見交換

関係者との実務的な意見交換を行いつつ、相談員に求められる

知識・能力、その評価の在り方の検討
消費者安全法改正案

の国会提出

光交付金の後継となる支援制度創設

に向けた政府部内での働きかけ

自治体の裁量で消費者行政も含め自由に活用できる財源確保に向けた政府部内での働きか

平成２３年８月 消費者庁

・特商法の処分実績の少ない県に対し、都道府県担当者に法執行ノウハウを伝授

・特商法・割販法執行ＮＥＴを通じた執行や解釈事例の情報共有

・執行初任者研修の実施
・法執行専門研修の実施 景表法執行ＮＥＴの本格運用

都道府県の景表法執行権限の強化について課題聴取

取組事例の収集、「地方への提言」、「庁の取組み」の検討、指針の作成

”集中育成・強化期間”後の地方消費者行政の充実・強化に向けた取組み（工程表）
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